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表１　所得段階別保険料（２０１２～２０１４年度）
年額保険料
（カッコ内は
第４期）

所得区分
課税状況

本人の市民税及び収入状況世帯員
市民税

２万６５００円
（２万１３００円）第１段階

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者

本
人
非
課
税

非
課
税
世
帯
　
　※１

２万９５００円
（２万３７００円）第２段階８０万円以下

課税対象と
なる公的年
金収入額と
合計所得金
額の合計

３万６９００円
（※４）

特例
第３段階

８０万円超
１２０万円以下

４万４２００円
（３万３１００円）第３段階１２０万円超

４万７２００円
（３万３１００円）

特例
第４段階８０万円以下

課
税
世
帯
　
　※２

５万９０００円
（４万７４００円）

第４段階
（基準額）８０万円超

６万４９００円
（４万９７００円）第５段階１２５万円未満

合計所得金
額※３

本
人
課
税

７万３８００円
（５万４５００円）第６段階１２５万円以上

１９０万円未満
８万２６００円

（５万９２００円）第７段階１９０万円以上
３００万円未満

９万４４００円
（７万１１００円）第８段階３００万円以上

５００万円未満
１１万８０００円
（９万４８００円）第９段階５００万円以上

※１　非課税世帯…住民票上同一の世帯に市区町村民税の課税者が１
人もいない世帯

※２　課税世帯…住民票上同一の世帯に市区町村民税の課税者が１人
以上いる世帯

※３　合計所得金額…純損失または雑損失等の繰越控除前の総所得金
額、土地等の分離譲渡所得金額（特別控除前）、山林所得等の合
計です。

※４　第４期では特例第３段階はありませんでした。

表２　均等割額の軽減の概要

軽減割合
同じ世帯の被保険者全員と世帯主の
総所得金額等の合計が下記に該当す
る世帯

９割３３万円以下で被保険者全員が年金収
入８０万円以下（その他の所得がない）

８．５割３３万円以下で９割軽減の基準に該当
しない

５割
３３万円＋（２４．５万円×世帯主を除く
被保険者数）以下（単身者は該当し
ません）

２割３３万円＋（３５万円×被保険者の数）
以下
※６５歳以上（１月１日時点）の方の公的年金所得に
ついては、その所得から更に高齢者特別控除１５万
円を差し引いた額で判定します。

表３　所得割額の軽減の概要

軽減割合賦課のもとと
なる所得金額

全額１５万円以下
７５％２０万円以下
５０％５８万円以下

　
介
護
保
険
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
給
付
に
必
要
な
財
源
を
、　
歳
６５

以
上
の
方
（
第
１
号
被
保
険
者
）

の
保
険
料
の
ほ
か
、　
歳
～
　
歳

４０

６４

の
方
（
第
２
号
被
保
険
者
）
の
保

険
料
と
公
費
で
賄
っ
て
い
ま
す

（
図
１
）。

　
皆
さ
ん
の
お
支
払
い
に
な
る
保

険
料
が
介
護
を
支
え
て
い
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
に
ご
理
解
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
　
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
】

６５〇
月
額
基
準
額
の
改
定
及
び
所
得

段
階
区
分
・
保
険
料
率
の
見
直
し

　
　
歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被
保

６５
険
者
）
が
負
担
す
る
介
護
保
険
料

は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
見
込

み
等
を
基
に
３
年
ご
と
に
見
直
し

が
行
わ
れ
ま
す
。

　
第
５
期
事
業
計
画
期
間
（
２
０

１
２
～
２
０
１
４
年
度
）
の
介
護

保
険
料
の
月
額
基
準
額
（
１
か
月

あ
た
り
の
標
準
的
な
介
護
保
険
料

額
）
は
９
７
０
円
上
が
り
、
４
９

２
０
円
に
改
定
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
特
例
第
３
段
階
の
新
設

な
ど
、
負
担
能
力
に
応
じ
た
所
得

段
階
区
分
・
保
険
料
率
の
見
直
し

を
行
い
ま
し
た
。

〇
都
か
ら
の
交
付
金
及
び
市
の
準

備
基
金
に
よ
る
基
準
額
の
軽
減

　
月
額
基
準
額
の
上
昇
を
抑
え
る

た
め
、
東
京
都
か
ら
交
付
さ
れ
る

財
政
安
定
化
基
金
の
交
付
金
（
約

２
億
円
）
と
町
田
市
の
介
護
給
付

費
準
備
基
金
（
約
９
億
円
）
を
活

用
し
て
、
月
額
基
準
額
を
軽
減
し

て
い
ま
す
。

〇
　
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料

６５
額　

介
護
保
険
料
は
、
２
０
１
２
年

度
の
市
民
税
課
税
状
況
等
に
応
じ

て
、
９
段
階
　
区
分
に
設
定
し
て

１１

い
ま
す
（
表
１
）。

　
今
回
の
納
入
通
知
書
（
決
定
通

知
書
）
は
、
６
月
７
日
ま
で
の
届

出
内
容
及
び
介
護
保
険
課
で
把
握

し
た
前
年
所
得
を
基
に
算
定
し
て

い
ま
す
。
６
月
８
日
以
降
の
情
報

が
反
映
さ
れ
た
納
入
通
知
書
は
、

８
月
以
降
に
お
送
り
し
ま
す
。

【
　
歳
～
　
歳
の
方
の
保
険
料
】

４０

６４

　
介
護
保
険
料
は
、
加
入
し
て
い

る
医
療
保
険
の
保
険
料
（
税
）
に

合
算
し
賦
課
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
保
険
料
額
や
計
算
方
法
は
、
加

入
し
て
い
る
健
康
保
険
組
合
等
に

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
保
険
料
の
減
免
】

　
次
の
よ
う
な
理

由
で
介
護
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
に
は

ご
相
談
下
さ
い
。

○
災
害
に
よ
り
住

宅
等
に
著
し
い
損

害
を
受
け
た
場
合

○
世
帯
の
生
計
を

主
と
し
て
維
持
す

る
者
が
、
失
業
等

に
よ
り
収
入
が
著

し
く
減
少
し
た
場
合

○
生
活
が
著
し
く
困
窮
し
て
い
る

場
合
等
（
介
護
保
険
料
段
階
が
第

１
～
３
段
階
で
収
入
が
生
活
保
護

基
準
以
下
等
、
各
種
要
件
を
す
べ

て
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
）

【
納
入
通
知
書
は
保
管
を
】

　
介
護
保
険
料
の
納
入
通
知
書

（
決
定
通
知
書
）
は
、
シ
ル
バ
ー

パ
ス
を
購
入
す
る
際
の
確
認
書
類

と
し
て
使
用
で
き
ま
す
。
再
発
行

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
大
切
に
保
管

し
て
下
さ
い
。
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①
　
歳
以
上
の
方
②
　
歳
以
上

７５

６５

　
歳
未
満
で
一
定
の
障
が
い
の
あ

７５る
方
（
本
人
の
申
請
に
基
づ
き
、

広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
方
）

で
す
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
後

は
、
国
民
健
康
保
険
・
被
用
者
保

険
の
被
保
険
者
で
は
な
く
な
り
ま

す
。

※
被
保
険
者
証
は
１
人
に
１
枚
交

付
さ
れ
ま
す
。
医
療
保
険
料
も
個

人
ご
と
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の

対
象
と
な
る
方（
被
保
険
者
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の

対
象
と
な
る
方（
被
保
険
者
）

【
保
険
料
率
が
改
定
さ
れ
ま
し
た
】

　
２
０
１
２
・
２
０
１
３
年
度
の

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
率
が
、

東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
に
よ
り
改
定
さ
れ
ま
し
た
（
図

２
）。
改
定
の
要
因
は
医
療
費
の

増
加
が
見
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
で
す
。

【
保
険
料
の
算
出
方
法
】

　
保
険
料
は
、
均
等
割
額
と
所
得

割
額
の
合
計
額
で
、
年
間
の
限
度

額
が
　
万
円
に
設
定
さ
れ
て
い
ま

５５

す
。
　
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人

当
た
り
４
万
１
０
０
円
、
所
得
割

額
は
賦
課
の
も
と
と
な
る
所
得
金

額
×
８
・
　
％
と
定
め
ら
れ
て
い

１９

ま
す
（
図
２
）。

※
所
得
割
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方

で
、
前
年
度
か
ら
特
別
徴
収
が
続

い
て
い
る
方
の
４
・
６
・
８
月
分

は
仮
徴
収
と
な
り
、
２
０
１
２
年

２
月
の
納
付
額
と
同
額
で
す
。

※
今
年
度
、
保
険
料
率
が
改
定
に

な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
前
年
と
所

得
が
同
額
で
も
　
月
以
降
の
保
険

１０

料
が
上
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

 　
今
回
、
前
年
所
得
等
が
把
握
で

き
な
か
っ
た
方
に
つ
い
て
は
、
均

等
割
額
の
み
で
通
知
し
て
い
ま

す
。
所
得
等
が
把
握
で
き
た
場
合

に
は
８
月
以
降
に
通
知
し
ま
す
。

【
保
険
料
の
軽
減
】

○
均
等
割
額
の
軽
減

　
所
得
の
低
い
方
は
、
同
じ
世
帯

の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
全
員
と
世
帯
主
の
「
総
所
得

金
額
等
を
合
計
し
た
額
」
を
も
と

に
均
等
割
額
を
軽
減
し
て
い
ま
す

（
表
２
）。

○
所
得
割
額
の
軽
減

　
賦
課
の
も
と
と
な
る
所
得
　
万
５８

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
納
入

通
知
書
に
つ
い
て
の
ご
注
意

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
納
入

通
知
書
に
つ
い
て
の
ご
注
意

円
ま
で
の
所
得
階
層
の
方
を
対
象

に
保
険
料
の
所
得
割
額
を
軽
減
し

て
い
ま
す
（
表
３
）。

※
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
の
特
例
…

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
直

前
ま
で
会
社
の
健
康
保
険
な
ど

（
国
保
・
国
保
組
合
は
除
く
）
の

被
扶
養
者
と
し
て
、
ご
自
身
の
保

険
料
を
支
払
っ
て
い
な
か
っ
た
方

は
所
得
割
額
が
無
料
と
な
り
、
均

等
割
額
が
９
割
軽
減
さ
れ
た
額
の

み
と
な
り
ま
す
。

【
保
険
料
の
減
免
】

　
災
害
、
失
業
、
世
帯
主
の
死
亡

や
長
期
入
院
な
ど
の
理
由
に
よ
り

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
に
は
、
保
険
料
の
徴
収
を

猶
予
し
た
り
、
減
免
す
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。
ご
相
談
下
さ
い
。

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料

保険税（料）の納税（入）通知書
をお送りします

保険特集保険特集保険特集

721・3110　721・0913
■問介護保険課
辺辺 返

介護保険料
納入通知書を
お送りします

介護保険料
納入通知書を
お送りします

介護保険料
納入通知書を
お送りします

介護保険料
納入通知書を
お送りします

納税（入）通知書発送日・送付先
送付先発送日種　類
世帯主※7月2日国民健康保険税
本人7月12日後期高齢者医療保険料
本人7月9日介護保険料

※世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯
の中に加入者がいれば世帯主宛に通知書をお送りします。

724・2144　724・3079
■問保険年金課高齢者医療係
辺辺 返

後期高齢者
医療保険料
後期高齢者
医療保険料
後期高齢者
医療保険料
後期高齢者
医療保険料

図１　介護サービスの給付に必要な財源の負担割合

65歳以上の方の
保険料 (第1号
被保険者）

21％

65歳以上の方の
保険料 (第1号
被保険者）

21％

40歳～64歳の方の
保険料（第2号被
保険者）

29％

40歳～64歳の方の
保険料（第2号被
保険者）

29％

国・都・市の
公費

50％

国・都・市の
公費

50％

図２　２０１２・２０１３年度の保険料　カッコ内は、２０１０・２０１１年度

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並
びに株式・長期（短期）譲渡所得金額等の合計から基礎控除額３３万円を
控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

＝＋

均等割額
被保険者
１人当たり
４万１００円

（３万７８００円）

年間保険料

上限額５５万円
（５０万円）

所得割額

賦課のもと
となる所得
金額※

× 8.19％
（7.18%）

　後期高齢者医療制度の「被保険者証」
と非課税世帯で申請された方に交付して
いる「限度額適用・標準負担額減額認定
証」の有効期限は、２０１２年７月３１日まで
となっています。
　８月１日以降に使用する「被保険者証」
は簡易書留で、「限度額適用・標準負担額
減額認定証」は普通郵便で７月中に町田
市からお送りします。

※「被保険者証」は「簡易書留・転送不
要」で住民票の所在地にお送りします。
そのため、郵便局へ転居届を出されてい
ても転居先へ転送されませんのでご注意
下さい。住民票の所在地以外に「被保険
者証」の送付を希望される方は、保険年
金課高齢者医療係にご相談下さい。

被保険者証等が更新されます
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